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市川浦安地区保護司会 会長
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市川市自治会連合協議会　副会長 平成17年7月17日
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　孝
たか
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まさ

ニッケ・タウンパートナーズ(株)
コルトンプラザ事業課

総務経理チーム総務チーフ
平成29年7月17日

長﨑
ながさき

　亮
りょう 市川市PTA連絡協議会

事務局次長
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副会長
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令和元年7月17日

新任

三部
さんべ
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永田　博彦　委員
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岸　　良範　委員
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大久保　高幸　委員

第１回　　市川市少年センター運営協議会　　座席表

副会長 会長

事務局
  林　　達彦 早川　所長

事務局
石原　朝子
（記録）

事務局
城戸　三郎

石井　宏美　　委員

南　　修司　　委員　　

長﨑　亮　　委員

上杉　　健志　委員



＜令和元年度＞ 
少年センター運営協議会委員委嘱辞令交付式 

及び第 1 回少年センター運営協議会 
  

日 時：令和元年７月２３日（火）午後３時より 

場 所：市川市生涯学習センター３Ｆ 第３研修室 

 
【少年センター運営協議会委員委嘱辞令交付式】 

 
次  第 

１．開 式 
２．委嘱辞令交付   ［交付］早川所長 ［介添え］石原副主幹 
３．市川市教育委員会 早川所長 挨拶 
４．閉 式 

 
【第１回少年センター運営協議会】 
 

【進行】城戸 【記録】石原 
１．開 会 

 
２．委員の紹介及び職員紹介 

 
３．会長・副会長選出及び挨拶 

 
４．報 告【城戸】 

① 平成３０年度活動報告 
② 令和元年度活動方針と計画      
③ 最近の補導、相談活動実施状況（平成３１年４月～令和元年６月）※別紙資料 
④ 少年補導員の委嘱状況      

 
５．警察より最近の少年の補導状況等について 

市川警察署 生活安全課長  川本 雄大 様 
行徳警察署 生活安全課長  南  修司 様 

 
６．協 議【林】※別紙資料 

① 少年センター運営テーマ「インターネット犯罪に巻き込まれないために」 
について 

② 少年センター課目標について「補導活動の充実（ネットパトロールを含む）」 
  について 

 
７．その他 

 
８．お礼の言葉【教育センター 早川所長】 

 
９．閉  会 

 

《年間テーマ》「インターネット犯罪に巻き込まれないために」 
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昭和 44年３月 29日条例 第 33号 

市川市少年センター設置条例 

 
（設置） 

第１条 本市は、少年（小学校就学の始期から満２０歳に達するまでの者をいう。以下同じ）の

非行防止とその健全な育成を図るため、少年センターを設置する。 
 
（名称および位置） 

第２条 少年センターの名称および位置は、次のとおりとする。 
名称 市川市少年センター 
位置 市川市鬼高１丁目１番４号 

 
（事業） 

第３条 少年センターは、次に掲げる事業を行う。 
（１）街頭補導 
（２）継続補導 
（３）少年相談 
（４）その他少年の健全な育成を図る事業 

 
（職員） 

第４条 少年センターに所長その他必要な職員を置き、市川市教育委員会（以下「委員会」とい

う。）が任免する。 
 
（運営協議会） 

第５条 少年センターの運営について委員会の諮問に応ずる機関として、市川市少年センター運

営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
 
（委員） 

第６条 協議会は、委員 15名以内で組織し、委員会が委嘱する。 
２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３ 委員は、再任されることができる。 
 
（会長および副会長） 

第７条 協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の中から互選する。 
２ 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。 
 
（報酬及び費用弁償） 

第８条 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例（昭和 31 年条例第 26 号）の定めるところにより、報酬を支給し、及び職務を行うため

の費用を弁償する。 
 
（補導員） 

第９条 少年センターの事業を推進するため、補導員を置く。 
２ 補導員は、委員会が委嘱する。 
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３ 補導員の定数は、160 名以内とする。 
４ 補導員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
 
（委任） 

第 10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に委員会が定める。 
 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 

 
附 則（昭和 55 年３月 25 日条例第 20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（昭和 57 年３月 25 日条例第 17号） 

この条例は、昭和 57 年５月１日から施行する。 

 
附 則（昭和 60 年３月 28 日条例第 15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 
附 則（平成６年３月 29日条例第 14号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成６年９月 28日条例第 26号） 

この条例は、平成６年 11月１日から施行する。 

 
附 則（平成 11 年３月 24 日条例第 22号） 

この条例は、平成 11 年４月１日から施行する。 

 
附 則（平成 23 年３月 28 日条例第４号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 23年４月１日から施行する。 
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昭和 44年５月 15日教育委員会規則第２号 

 

市川市少年センター設置条例施行規則 

 
 （趣旨） 
第１条 この規則は、市川市少年センター設置条例（昭和 44 年条例 33 号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（市川市少年センター運営協議会の委員） 
第２条 条例第５条に規定する市川市少年センター運営協議会（次条において「協議会」と

いう。）の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 
（１） 教育関係者 
（２） 児童福祉関係者 
（３） 警察関係者 
（４） 学識経験者 
（５） 民間有識者 
（６） 教育委員会職員 

 
（会議） 

第３条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ、会長が招集する。 
２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
３ 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。 
４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。 
 
（補導員） 

第４条 条例第９条に規定する補導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 
（１） ＰＴＡ会員 
（２） 民生委員・児童委員及び保護司 
（３） 青少年相談員 
（４） 民間有識者 

 
（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 

 
附 則（平成６年３月 30日教育委員会規則第３号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 
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令和元年度 市川市少年センターの運営について 

１ 活動方針 

(1)補導活動 

    ① 地区補導に重点を置くことにより、より地域に密接した補導ができるように努める。 
② インターネットトラブルに対応するため、サイバー補導活動・ネットパトロールを実施

し、ネットによるいじめ、非行、犯罪等に巻き込まれないようにする。 
③ 少年補導員の一層の力量向上をめざし、補導員連絡協議会や、市外（内）研修や新任補 

導員研修会の充実を図る。 
④ 警察、各学校、PTA、地区少年健全育成連絡協議会、近隣市の補導員、関係機関等との

連携をより一層深め、円滑で実践的な補導活動を実施する。 
 

(2)相談活動 

   ① 電話相談・ｅメール相談から面接相談への適切な受け渡しに努め、相談効果を高める。 
   ② 少年相談事業をより効果的に周知するためカードやポスターを小・中・特別支援、高等 

学校に配付する。 
③ 複雑化・深刻化する傾向にある相談者の悩みやニーズに十分対応できるよう、スーパー 

バイザーと連携して相談担当者の資質の向上を図る。 
   ④ 木曜日については、電話相談の受付を午後 5 時から午後 7 時まで拡大し、放課後の少年 

や就労後の保護者が相談しやすい環境をつくる。 
 

(3)環境浄化活動と少年健全育成活動 

   ① 有害環境浄化のため、関係機関・団体との一層の連携強化に努める。 
② 健全育成連絡協議会代表者・事務局担当者会議を通じて、個々の少年健全育成連絡会に

おける組織と運営の活性化を図り、少年健全育成活動の一層の充実に努める。 
 

(4)関係機関との連携の強化 

① 学校・関連機関から寄せられた情報（不審者などの事故報告）の共有化を図り、事故防 
止に努める。 

② インターネットに巻き込まれないための活動を充実させるために、ネットパトロールや

インターネットトラブル防止出張授業・研修を積極的に実施する。 
③ 少年センターの活動や取り組みについて、各関係機関の理解とその周知及び協力を得る

ために、少年センター運営協議会の充実を図る。 
④ 生徒指導主任会や学校警察連絡委員会等にて学校が必要とする情報の提供や、効果的な 

研修を実施し支援に努める。また、警察署・京葉地区少年センター・市川児童相談所・

市内各小・中学校等との情報交換を密にし連携の強化を図る。 
⑤ 薬物乱用防止キャンペーンの一層の充実のため、主旨を同じくする関係団体の発掘と連 

携に努める。 
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２ 市川市少年センター活動計画 
項 目 目     標  実   施   計   画 

街頭補導 

 

◎少年非行防止のため、繁華街 

やたまり場等を中心に、広域

街頭補導活動を推進する。 

◎少年非行の未然防止のため、 

 地区補導の充実に努める。 

 

 

◇地区補導・・・・・原則として毎月、定例研の日を中

心に市内一斉に実施する。 

◇特別補導・・・・・行事等に対応し随時実施する。 

         （列車補導・県下一斉補導を含む） 

◇緊急補導・・・・・通報等に対応し随時実施する。 

         （少年センター職員） 

◇隣接市合同補導・・船橋・松戸・浦安との間で、合同

で実施する。 年 3 回実施 

◇夜間特別補導・・・男性補導員と少年センター職員で

実施する。   年 3 回実施 

◇県下一斉補導・・・7 月 26 日・27 日 県下の青少年

補導員が、県下一斉に街頭補導を

実施する。 

サイバー 

補導 

◎インターネットトラブル 

（いじめ、非行、犯罪など）

の未然防止のため、ネット 

パトロールを実施する。 

◇ネットパトロール・少年センター職員により、   

ツイッターを中心に検索する。 

◇学校への通報・・・個人情報の漏えいや誹謗中傷等 

を捉え、適宜学校に通報し、 

児童生徒や保護者への注意喚起 

・指導・改善を促す。 

少年補導員 

連絡協議会 

◎少年の非行防止と健全育成を

図るために、市内の補導員が

連携・協力して愛のひと声運

動を推進する。 

◇少年補導員連絡協議会        年 5 回開催 

◇役員会・理事会（原則連絡協議会の 2 週間前に実施） 

                   年 6 回開催 

少年相談 

 電  話 

 ｅメール 

 面  接 

◎少年及び市民に対して、少年

相談の周知に努め、関係機関

等との連携により相談機能の

充実を図る。 

◇相談日・・・・月曜日～金曜日 

 時間 ・・月～水、金曜日 9：00～17：00 

 電話相談は、木曜日    9：00～19：00 

◇必要に応じて関係機関との連携を図る。 

◇必要に応じて家庭や学校との連携を図る。 

◇少年相談カード及び少年相談ポスターを、市内の全小中 学

校・義務教育学校・特別支援学校、高等学校に配布する。 

継続相談 

 

◎継続して指導することが望ま

しい少年については、面接相

談等を通じて、関係機関との

連携により指導にあたる。 

◇少年相談から 

◇街頭補導から 

◇学校等の依頼から 

 

健全育成 

環境浄化 

 

◎少年健全育成についての活動

並びに環境浄化活動を推進す

る。 

◎少年健全育成活動に取り組む

他団体や、地区住民との協力

体制を確立する。 

◇地区少年健全育成連絡協議会 地区ごとに随時開催 

◇市川市明るい環境をつくる会推進会議 年 1 回開催 

◇市川市明るい環境をつくる会主催「薬物乱用防止キャ

ンペーン」実施（千葉県健康福祉センター共催） 

10 月開催 

◇市内たまり場調査            8 月実施 
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 ◇青少年問題啓発リーフレット配付      年 1 回 

研修・会議 

 

 

◎充実した研修により見識を高

め、少年の指導に寄与する。 

◇少年補導員 

 ・補導員ブロック会議        年 2 回実施 

・新任者研修            年 1 回実施 

 ・市外研修             年 2 回実施 

・県補導員大会           年 1 回開催 

 ・船橋地区ブロック補導員研修会   年 1 回実施 

 ・市内外巡検            年 1 回実施 

◇センター職員 

 ・県青少年補導センター職員研修   年 1 回開催 

 ・相談員研修会(スーパービジョン)    年 3 回開催 

調査・広報 

 

◎少年センターの事業について

広報活動に努める。 

◎市内の非行状況と、有害環境

の実態を把握する。 

  

◇少年センター活動報告        年 1 回発行 

◇少年相談カード                   年 1 回発行 

◇少年相談ポスター          年 2 回発行 

◇少年補導員広報紙「葦波」「あしなみ」 年 2 回発行 

◇補導活動の状況      月 1 回集計・年間集計 

◇相談活動の状況      月 1 回集計・年間集計 

◇不審者情報の状況     月 1 回集計・年間集計 

◇コンビニエンスストア及び書店における有害図書 

等の状況調査               随時 

関係機関 

・諸団体 

との連携 

 

◎関係機関・諸団体との連携や

協力体制を確立し、少年健全

育成活動の充実を図る。 

 

 

◇少年センター運営協議会       年 3 回開催 

◇県青少年補導センター連絡協議会   年 3 回開催 

◇青少年補導センター所長会議     年 3 回開催 

◇県補導員連絡会総会・理事会     年 6 回開催 

◇葛南地域生徒指導行政担当者協議会  年 8 回開催 

◇市川市学校警察連絡委員会      年 2 回開催 

◇市川浦安地区高等学校警察連絡協議会 年 4 回開催 

◇市川市小中学校生徒指導主任会    年 6 回開催 

◇市川市自殺対策庁内推進担当者連絡会 年 3 回開催 

◇子どもに関わる相談窓口連絡会    年 3 回開催  

◇要保護児童対策地域協議会実務者研修会月 1 回開催 

◇千葉県環境生活部県民生活・文化課 

◇警察署等 

（市川警察署・行徳警察署・各青少年補導センター） 

◇小・中・義務教育学校・高等学校及びＰＴＡ 

◇学校・関連機関と連携して事故の情報提供と事故防止 
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市川市少年補導員の委嘱状況 

 
［任期：平成 30 年 6 月 12 日～令和２年 6 月 11 日］ 令和元年 6 月 12 日現在 
 

区  分 男  性 女  性 合  計 

民間有識者 17（1） 89（3） 106（4） 

P T A 15（2） 39（5） 54（7） 

合  計 32（3） 128（8）  160（11）  

                           
（ ）内は、令和元年 6月 12 日委嘱の新任補導員 
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令和元年度 市川市少年センター運営協議会 
 

（年間テーマ）《インターネット犯罪に巻き込まれないために》 
 

＊協議した内容が今後の少年センターの活動などに生かされるように内容を 

検討・整理していく。（年間 3 回） 

 

◎今年度の開催期日（予定） 

期  日 内   容（テーマ） 時間・場所 

７月２３日（火） 
（１回目） 

・少年センターの運営について 
・少年センターの課目標について 

１５：００ 
第３研修室 

１０月 ８日（火） 
（２回目） ・インターネットトラブル防止啓発について １５：００ 

第３研修室 

２月１８日（火） 
(３回目) 

・インターネットトラブル防止活動の成果と課題に

ついて 
・次年度の取り組みについて 

１５：００ 
第３研修室 

 
 

《過去のテーマについて》 

○平成２０年度 「これからの補導業務について」 
○平成２１年度 「少年の携帯電話の利用について」ポスター等を作成 
○平成２２年度 「青少年の万引き防止について」リーフレット、ポスター配布 
○平成２３年度 「青少年の万引き防止について」リーフレット、ポスター配布 
○平成２４年度 「少年のネットトラブルについて」 
○平成２５年度 「少年のネットトラブルについて」啓発資料作成 
○平成２６年度 「少年のネットトラブルについて」啓発資料作成 
○平成２７年度 「危険ドラッグ等、薬物乱用防止に向けて」 
○平成２８年度 「少年センターの運営に関する課題や活動の見直し」 
○平成２９年度 「インターネット犯罪に巻き込まれないために」 
○平成３０年度 「インターネット犯罪に巻き込まれないために」 
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2019/9/9

1

少年センター

令和元年度活動方針

１．少年センター 運営テーマ

インターネット犯罪に巻き込まれないために
（平成２９年度 少年センター運営協議会により策定）

２．教育センター（少年センター）課目標

補導活動の充実（ネットパトロールを含む）

１．少年センター 運営テーマ

インターネット犯罪に巻き込まれないために
（平成２９年度 少年センター運営協議会により策定）

（１）現状

（２）インターネット犯罪に巻き込まれ

ないための活動
①インターネットトラブル防止出張授業・研修

②ネットパトロール
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2

インターネットをめぐる
トラブルの現状

 インターネットの普及に伴い、子どもたちの問題が

潜在化している。

 ソーシャルネットワークサービス（SNS）を利用
して犯罪に巻き込まれた子供たちの人数（１７００
人）は過去最高になった。

（警察庁H20～）

千葉県のネットパトロールにおける
「危険度」と「内容」

・３段階で設定。

・レベル２とレベル３
について、「特に問題
のある書き込み」とし、
対象の児童生徒がいる
市町村教育員会などに
情報提供している。
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・全体の総数
→ 増減の波がある。

・レベル１
→ 一番多い。

・レベル２
→ 増減はあるが、29年度

より減少している。

・レベル３
→年々減少し、Ｈ２９、30

年度はゼロになった。

平成２９年度～平成30年度 実施状況比較①
（レベル別）Ｈ２９

Ｈ30

平成29年度～平成30年度 実施状況比較②
（年齢別）

・年齢、学年が上がるに
つれて増え、高校１・２
年生をピークに減少して
いく。
・全体としては減少して
いる。

Ｈ２９

Ｈ30
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平成29年度～平成30年度 実施状況比較③
（内容別）

・「個人情報の詳細な公開」
が一番多い。

・次いで「他人の個人情報の
公開」。

・３つ目に「暴力、問題行動
（主に飲酒・喫煙）」。

Ｈ２９

Ｈ30

・全体の約６０％が
女子生徒である。

平成29年度～平成30年度 実施状況比較④
（男女別）

Ｈ２９

・男子生徒の割合が
年々増加している。

Ｈ30
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インターネット犯罪に巻き込まれないための活動①
～啓発的活動～

実施目的

①SNSに関する正しい
知識を伝える。

②日常生活でダメな
ことはネットの世
界でもダメである
ことを伝える。
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ネットトラブル防止出張授業・研修の実際

自分の考えや大事なことを
ワークシートに記入する。

、 、
について、実際の事例をもとに
考えていく「授業形式」を実践。
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＜直近実施校＞
７月１6日（火）…中国分小学校（６年生）

７月１7日（水）…新井小学校（４年生）（5年生）（家庭教育学級）

７月18日（木）…鶴指小学校（６年生）(家庭教育学級)

実施の学校

＜平成３０年度実績＞
〇実施回数 合計22回
・小学校9回 中学校4回 義務教育学校1回 保護者7回 教職員1回

〇延べ人数 5,762人

保護者向けの研修の実践（２５分程度）
～新井小学校・家庭教育学級～
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２．教育センター（少年センター）課目標

補導活動の充実（ネットパトロールを含む）

インターネット犯罪に巻き込まれないための活動②
～監視的活動～
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少年センター 該当校への連絡レベル

少年センター「ネットパトロール」フロー図

千葉県環境生活部県民生活課
「青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）フロー図」参考

少
年
セ
ン
タ
ー
職
員

補

導

員

青
少
年
（
児
童
・
生
徒
）

保

護

者

インターネット
（Yahoo Twitter 等）

●自身の個人情報 ●他人の個人情報
●誹謗・中傷 ●暴力・問題行動 等

①ネットの監視

書き込み

市川市内
小・中・義務教育学校

高等学校・特別支援学校
（国立・県立・私立を含む）

②対応の判断

④指導

④注意喚起

③情報提供

⑤事後の報告

指
導
課

②対応の相談
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フォロワーから
詳しく調べる。

パトロール対象は「Twitter」
特に「フォロワー」を監視

補導員との連携フロー図

①書き込み発見

②少年センター
職員に報告

③ネットパト
記録簿に記入

＋
画面の保存

④記入内容等
確認後、該当
校へ連絡
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インターネットトラブル防止
出張授業・研修を積極的に行う

補導活動（ネットパトロールを含む）
の充実を図る
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